
 

指定確認検査機関票 

この標識は、指定確認検査機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。 

 

指定の番号 国土交通省 九州地方整備局長 第２号 

指定の有効期間 令和２年９月１日から令和７年８月３１日まで 

機関の名称 九州住宅保証株式会社 

主たる事務所の住所 
福岡県福岡市中央区薬院一丁目１３番８号 

電話番号 ０９２（７７１）７７４４ 

代表者氏名 代表取締役 吉田 勲 

業務区域 
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 

大分県、宮崎県及び鹿児島県の全域 

指定の区分 

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者 

検定機関等に関する省令（平成１１年建設省令第１３号） 

第１５条第一号から第十四号の二に定める区分 

取り扱う建築物等 

１）建築確認等（法第６条の２第１項（法第８７条第１項による用途変更、法第８７条の４に

よる建築設備又は法第８８条による工作物（以下「建築設備等」という。）において準用す

る場合を含む。）の規定による確認及び法第１８条第４項（用途変更、建築設備等にお

いて準用する場合を含む。）の規定による審査、中間検査（法第７条の４第１項及び法

第１８条第３２項（それぞれ建築設備等において準用する場合を含む。）の検査をい

う。）、完了検査（法第７条の２第１項及び法第１８条第２３項（それぞれ建築設備等にお

いて準用する場合を含む。）の検査をいう。）及び仮使用認定（法第７条の６第１項第２

号及び法第１８条第３８項第２号（それぞれ建築設備等において準用する場合を含む。）

の規定による仮使用の認定をいう。）とする。（福岡県、佐賀県、熊本県以外は建築確認

等の規定による確認及び法第１８条第４項の規定による審査（以下「確認等」という。）に

係る申請部分の延べ面積（一連の建築物等の工事を複数の申請に分けて継続して行う

場合又は別敷地であって一連の事業で建築物相互に密接な関連性がある申請の場合

はそれらの申請部分の延べ面積の合計）が５００㎡を超える建築物の確認検査業務に

限る。ただし、同一敷地内において九州住宅保証が過去に確認等を行ったことがある場

合はこの限りではない。） 

２）建築設備等の確認検査業務については、九州住宅保証へ申請を行う新築及び増築の

建築物に付随したもので、建築物と同時期かつ同一敷地内に設置、築造されるものに限

る。ただし、九州住宅保証が過去に確認等を行った建築設備等でその更新の申請につ

いてはこの限りではない。 

実施する業務の態様 建築確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定 

 


